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また足元では、意外な商品が年末商戦の話題と

なっている。それは「おせち」である。大手百貨店など

で予約金額が前年対比で4〜6割増になったとの報

道もある。高額なおせちや、取り分けの必要がない、

1人分のおせちの売れ行きが好調なようだ。帰省や

旅行を控えて、年末年始を自宅で過ごす人々が買い

求めている模様である。

ボーナス大幅減を受け、年末商戦は総じて低調が

予想されるものの、過ごし方の変化に応じて需要が

拡大する品目も相応にありそうだ。

みずほ総合研究所　経済調査部
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新型コロナウイルスの感染再拡大が懸念される中、年

末年始の過ごし方も変わりそうだ。例年はクリスマス

や忘年会などで慌ただしくなる季節だが、今年の年末

年始はゆっくり自宅で過ごす人も多いだろう。それに

よって、今年の年末商戦は今までと違ったものになる

と予想される。以下では、年末商戦の動向を占いたい。

年末消費の源泉になる今冬のボーナスは大幅減が

見込まれる。みずほ総合研究所では、冬の民間企業の

1人当たりボーナスを前年比▲7.5％と予測している

（図表）。コロナ禍を受けた2020年度上期の企業収益

の大幅悪化が背景だ。特に業績が悪化した宿泊・飲食

サービス業、娯楽業などで減少幅が大きくなるほか、

ボーナス支給を見合わせる企業の増加により支給対

象労働者の減少も見込まれる。

ボーナスの大幅減は年末消費を減少させるとみら

れるが、旅行や外食などを控えた分だけ他のことに

お金を使う余地が生じ、一部で例年以上に好調にな

る品目もあるだろう。

例えば、オンラインでの贈答品などの商戦は活況

が見込まれる。9 月時点のデータとなるが、総務省

「家計消費状況調査」によると、ネットショッピング

支出額が増加しており、特に贈答品は前年比で5割

増となった。年末も帰省を控えて贈答品を送る消費

者は多いとみられる。

みずほ銀行
みずほ総合研究所

Withコロナ期の年末商戦を占う
― ボーナス大幅減が見込まれる中、意外な商品が好調 ―

日本経済

●Withコロナ期の年末商戦を占う ………………………… 1
　― ボーナス大幅減が見込まれる中、意外な商品が好調 ―

●日英包括的経済連携協定（EPA）が来年初に発効へ …… 2
　― 英国のCPTPP参加のステップに ―

●経済活性化と感染防止を両立した台湾からの示唆……… 3
　― 台湾版Go Toトラベルは、2,200億円を超える経済効果 ―

●マイナンバーカードの普及はどこまで進むか…………… 4
●カーボンニュートラル……………………………………… 4

●民間企業の1人当たりボーナス支給額

（注）1.支給事業所における1人当たり平均賞与。
　　2.統計の変更により、2012年と2013年は接続しない。
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れまでのEPAにはなかったものである（図表）。

英国のEU離脱の影響を小さくする上で、EU原産

材料・生産に関する「拡張累積」規定が盛り込まれた

ことは大きな成果と言える。日英両国だけでなく、

EUの原産材料・生産も日英EPA上の原産材料・生産

とみなしてよいという規定で、日本がEUから原材料

を輸入して加工した製品を英国に輸出する場合や、

英国がEUから部品を輸入してそれを最終製品に加

工して日本に輸出する場合に、日英EPAの特恵関税

が適用されやすくなる。ただし、英国のEU離脱のデ

メリットを極小化し、日・英・EU間のサプライチェー

ンを円滑にするためには、今後日英両国がEUと交渉

し、日EU・EPAと英EU間の貿易協定にも同様の規

定が盛り込まれる必要がある。

日英 EPA は、英国の「環太平洋パートナーシッ

プに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP、

TPP11）」参加に向けたステップにもなる。高水準の

自由化と高度なルールを有するCPTPPの拡大は日

本の通商戦略の重要な柱の一つであり、CPTPP参

加に強い意欲を示す英国の早期参加実現に向けた日

本の支援が期待される。

みずほ総合研究所　政策調査部
主席研究員　菅原淳一
junichi.sugawara@mizuho-ri.co.jp

10 月 23 日に日英包括的経済連携協定（EPA）が

署名された。日本と英国の間では、日本と欧州連合

（EU）のEPAが発効していたが、英国のEU離脱に

よって、来年初から日EU・EPAが英国には適用され

なくなる見込みとなっている。関税の削減・撤廃等、

日EU・EPAによって日本が英国から得ていた恩恵

を継続して確保するためには、それまでに英国との

間で新たにEPAを締結し、2021年1月1日に発効さ

せる必要があった。そのため、交渉は本年6月に開始

され、10月には署名に至るという超スピード決着と

なった。同EPAは、日英両国の国内承認手続きを経

て、来年初に発効する見込みである。

日英EPAは、基本的に日EU・EPAの内容をそのま

ま踏襲しているが、いくつかの点で日EU・EPAを上

回る内容となっている。関税撤廃については、日本側

が約94％、英国側が約99％（いずれも品目数ベース）で

日EU・EPAと同等となっているが、知的財産の保護

は強化されている。また、電子商取引ルールに関して

は、日米デジタル貿易協定をモデルとして、情報の越

境移転の制限の禁止、コンピュータ関連設備の設置要

求の禁止等、日EU・EPAにはなかった規定が盛り込

まれた。新たな章として設けられた「貿易及び女性の

経済的エンパワーメント」（第21章）は、「女性による国

内経済及び世界経済への衡平な参加の機会の増大の

重要性を認めること」等を規定するもので、日本のこ

日英包括的経済連携協定（EPA）が来年初に発効へ
― 英国のCPTPP参加のステップに ―

経済連携

●日英EPAの構成（章立て）

（資料）外務省「日英包括的経済連携協定（和文テキスト）」より、みずほ総合研究所作成
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懸念する意見もあるだろうが、台湾では4月12日を最後

に市中感染は確認されていない。新規感染者はいずれ

も輸入症例のみで、その数も618人にとどまっている（11

月23日時点）。台湾では、コロナ発生の初期段階から感

染者、濃厚接触者、入国・帰国者などの厳格な隔離と、携

帯電話の位置情報などを利用した追跡管理が徹底され

てきた。こうした対応が、経済の活性化とコロナ対策の

両立に結びついた点は日本にとっても参考になる。

世界的にみれば、日本もコロナの感染状況をコント

ロールできている部類に入る。しかし、足元でGo Toキャ

ンペーンなどの経済対策を実施するなか、再び新規感

染者数が増加傾向にあり、全国的な感染再拡大への

懸念が高まっている。日本と台湾では、経済規模や人

口、感染状況などが異なることから、台湾の手法をその

まま導入することは難しい。しかし、検査拡充による感

染者の早期発見とともに、厳格な追跡管理など、経済

の活性化と感染防止の両立で先行する台湾から学ぶ

べき点は多いのではないだろうか。

みずほ総合研究所　アジア調査部
主任研究員　伊藤秀樹
hideki.ito@mizuho-ri.co.jp

世界的な半導体需要の拡大を背景に、台湾経済の

回復が鮮明である。2020年7〜9月期の実質GDP（速報

値）は、前年同期比＋3.3％と4〜6月期の同▲0.6％から

プラスに転じた。水準でも既に、新型コロナウイルス（以

下、コロナ）発生前を上回った格好だ。実際、台湾を代

表する半導体受託生産企業TSMCの2020年7〜9月期

業績は、売り上げ、純利益ともに、四半期ベースで過去

最高を記録した。

半導体産業へ注目が集まる台湾であるが、政府の

消費喚起策の後押しを受けて、個人消費も着実な回復

をみせている。現在、日本ではGo Toキャンペーンと

して、各種施策が打ち出されているが、台湾でも年央

より6つの振興策が実施されてきた。その一つが、域内

旅行に対して一定の補助を実施する「安心旅行補助」

である。団体旅行者に1人、1日当たり700〜1,200台湾

ドル（約2,500〜4,300円）、個人旅行者に宿泊1部屋当

たり1,000台湾ドル（約3,600円）をそれぞれ補助する

もので、まさに台湾版「Go Toトラベル」と言えるもの

だ。振興三倍券（1,000台湾ドルの負担で、3,000台湾ド

ル分の消費ができる振興券）など、他の消費喚起策と

の相乗効果もあり、域内旅行は活況を呈している。事

実、コロナ禍で落ち込んだホテルの稼働率（図表）や観

光施設への訪問数は大きく持ち直している状況だ。

台湾交通部観光局は、延べ1,725万人が「安心旅行

補助」を利用し、その経済効果は635 億台湾ドル（約

2,286億円）に達するとしている。これは、補助金額の7

倍を上回る規模であり、経済波及効果の大きさを示唆

するものと言えるだろう。また、補助金額も当初予算の2

倍を超え、反響の大きさがうかがえる。この施策は当初

の予定通り、10月末に終了したが、11月からは旅行業界

団体が、民間版の促進キャンペーンを開始しており、今

後の域内旅行需要の下支えにどの程度寄与するかが

注目される。

なお、「Go Toトラベル」と聞くと、コロナの感染拡大を

経済活性化と感染防止を両立した台湾からの示唆
― 台湾版Go Toトラベルは、2,200億円を超える経済効果 ―

アジア動向

●ホテル客室稼働率（月別）

（資料） 台湾交通部観光局より、みずほ総合研究所作成
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マイナンバーカードの普及はどこまで進むか
「2023年3月末までに、ほとんどの住民がマイナン

バーカードを保有する」これは、マイナンバーカード

普及を目指す政府の目標であるが、果たして達成は可

能だろうか。

先日、筆者もカード発行申請書を郵送で送ったが、

カードが手元に届くのは1〜2カ月後だ。その後、受け

取りには本人が役所の窓口に出向き、本人確認と内容

説明を受け、暗証番号の設定を行ってようやくカード

取得という流れ。カードがなくても特に不便だと感じ

ていない人が、プライベートの時間を割いてまで役所

の窓口に受け取りに行くには、カード保有によほどの

メリットがないと厳しい。

これまで、マイナンバーカードは保有するメリッ

トに乏しい上、セキュリティ面への不安もあり、導入

から4年半経った11月時点でも普及率が21.8％にとど

まっている。あと2年余りで残り8割の住民に普及させ

るのはハードルが高い。

ただし、コロナ禍で状況は変わりつつある。菅政権

は行政デジタル化を最優先課題として掲げ、マイナ

ンバーカードの普及に取り組んでいる。来年3月から

健康保険証としても使えるようになるほか、2026年

までに運転免許証と一体化する方針を決定した。ま

た、マイナンバーカードの機能をスマホに搭載可能に

することも検討されている。2023年3月までの普及率

100％は難しいかもしれないが、数年後には「マイナン

バーカードがないと困る」時代になっているかもしれ

ない。

みずほ総合研究所　経済調査部
古谷　渉
wataru.furutani@mizuho-ri.co.jp

Q：カーボンニュートラルとは何

ですか。

A：温室効果ガス排出量を可能な

限り削減するとともに、削減不可

能な部分を森林吸収や排出量取引

により相殺することで、排出量が

実質ゼロとなった状態です。

　2015年12月に採択されたパリ

協定では、今世紀後半に温室効果

ガス排出量を実質ゼロとする目標

が設定されました。さらに、2018

年10月に採択された1.5℃特別報

告書は、世界全体の平均気温上昇

を工業化以前の水準から1.5℃に

抑えるためには、2050年頃までに

CO2排出量を実質ゼロにする必

要があるとしています。

Q：最近の日本や世界の環境政策

はどうなっていますか。

A：昨年6月の閣議決定では、2050

年までに80％削減が目標でした

が、今年10月の所信表明演説で菅

首相が「2050年カーボンニュート

ラル、脱炭素社会の実現を目指す」

と宣言しました。世界でも脱炭素

化の動きが進行し、欧州委員会は、

昨年12月に2050年に温室効果ガ

ス排出量実質ゼロの目標を掲げま

した。中国も、今年9月に習近平国

家主席が2060年までにカーボン

ニュートラルを目指す方針を表明

しました。米国でも、バイデン次期

大統領の下パリ協定復帰、環境規

制の再強化等が見込まれます。

Q：どのような経済的影響があり

ますか。

A：火力発電主体のエネルギー構造

見直しに加え、電力業以外でも更

なるCO2排出量削減が求められま

す。企業によっては、既存の機械設

備や建築物の更新が必要になり、

コスト増要因になるでしょう。一

方で、電気自動車やカーボンリサ

イクル等研究開発が促進され、新

たな需要の創出が見込まれます。

「経済と環境の好循環」を実現し、

経済成長率の底上げにつなげられ

るかがカギになりそうです。

みずほ総合研究所　調査本部
諏訪健太
kenta.suwa@mizuho-ri.co.jp

カーボンニュートラル
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